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i昭和155fT'6月14日，本学会の公開シンポジウムが慶応義塾大学三回キャンパスで行われた。発表

者は表記のとおり。当 |ヨは，研究者，実務者等の専門家から，一般の主婦 ・父兄，学生，宗教家，

更にジャ ーナリ ストなど，多方面からがJ400人という多数の参加を得て盛大かつ熱心に，発表 ・討

議が行われた。その概要を次に報告したいが，紙面の都合もあリ，前段に各発表者の ~tlt在日要旨を掲

げ，後段に，これを "1"心とした質疑応答の主要な部分を掲載することとする。なお，質疑応答の妥

約の責任は奥沢にある。

I.導入 (要旨)

一つを取り上げても，その棋は深く ，深く， その理解，

特に対策には困難が多い。

司会(奥沢) 家庭内暴力の問題は， 昭和 42年頃， 新

聞，週刊誌等で取り上げられ，当時，相当のシ ョッキン

グな話題となった。その後，特に体系的な研究がないま

まに経過して きたが，最近再び社会の注目を集めてい

る。

しかし，ひるがって少年をめぐる問題は，ひとり家庭

内暴力だけでなく ，自殺，自開， 登校拒否，薬物乱用か

ら非行など，さまざまな領域に多様な形で‘現われ，か

つ，深刻化しており，実は，これらの諸問題はお1i.いに

関連し合っていると考えられる。そ して，これらのどの

今回は，これらのうち，家庭内暴力に焦点を合わせ，

各分野の第一線でこの問題に取り組んでおられる方達

に，それぞれの立場からお話を伺い，そのあと， 御参会

の方逮との1'1円で質疑応答 ・討議をお願いしたい。

発表は，最初に警視庁の江幡先生から，後のお話の基

礎となるような資料を中心としたお話を伺い，次に，病

院臨床の立場から高橋先生に教育研究所の業務の上か

ら永瀬先生に，家庭裁判所で‘の少年非行事ftl二の取扱いに

当たっておられる立場から山崎先生に，そして最後に，

矯正の分野で家庭内暴力事例の治療例をお持ちの長谷川
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表 1 各府県別人数 (男女別)

男 % 計ー % 区分

北海道 6.7 43 30 4.1 

l'j- 森 6 0.7 5 2.6 11 1.0 

!Eョg 手 18 2.1 2 
1.0 20 2.0 

五1
q口" 城 31 3.6 3 34 3.2 1.5 
'e}¥ 国 33 3.9 4 

2.1 37 3.5 

北
111 )~ 38 4.4 2 

1.0 
40 3.8 

福 烏 25 2.9 6 3.1 31 3.0 

16.5 

-亨~ 城

栃 木 19 2.2 2 1.0 21 

11平 馬 35 4.1 11 5.7 46 
関 i奇 王 18 2.1 4 2.1 22 

千 主E 33 3.9 3 1.5 36 

神奈 川 23 2.7 6 3.1 23 

指i ?烏 6 0.7 6 

東
111 梨 1 0.1 l 

長 里子 32 3.7 8 4.1 40 
jl{{1' 間 17 2.0 4 2.1 21 

言l'

'Ufd T 111 8 0.9 1 0.5 9 

石 )11 9 1.1 2 1.0 11 
中

福 労: 14 1.6 2 1.0 16 

岐 阜 5 0.6 l 0.5 6 

向日
変 知 7 0.8 4 2.2 11 

重 6 0.7 2 1.0 8 

滋 賀 8 0.9 6 3.1 14 1.3 

芳t 都 3 0.4 1 0.5 4 0.4 
近

大 阪 52 6.1 11 5.7 63 6.0 

兵 庫 8 0.9 8 0.7 

高記
奈 良 2 0.3 2 0.2 

和 歌 山 8 0.9 2 1.0 10 1.0 

官十 9.6 

1.7，; 取 4 0.5 4 0.4 

島 ;fA 35 4.1 9 4.6 44 4.2 

阿 111 9 1.0 6 3.1 15 1.4 

広 島 9 1.0 2 1.0 11 1.0 
国

山 口 5 0.6 5 2.6 10 1.0 

計ー 8.0 
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区分 % % 男 女 音l' % 

徒、 国 25 2.9 7 3.6 32 3.0 

四 香 )11 11 1.3 2 1.0 13 1.2 

愛 媛 5 0.6 4 2.1 9 0.9 

国 寸rt~}j 知I 18 2.1 8 4.2 26 2.5 

7.6 

福 岡 41 4.8 16 8.3 57 5.4 

佐 賀 2 0.3 2 0.2 

ゴし
長 l崎 8 0.9 2 1.0 10 0.9 

j出 本 20 2.3 4 2.1 24 2.3 

大 分 8 0.9 2 1.0 10 0.9 

s 崎 。 。 。
1+1 

鹿児島 11 1.3 2 1.0 13 1.3 

jll' ti由 。 。 。
音l' 11.0 
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先生に，お話をいただくこととする。江幡先生の資料そ

の他，本邦初公開のお話も出ると思う。御静聴をお願い

する。

II. 各発表者の講演 (要旨)

1. 家庭内暴力に関する調査

江幡 家庭内暴力について調査を実施してみたので，

その結果を報告する。

1. 調査結果:全国450カ所の少年補導センターで53

年及び54年8月までに受理した家庭内暴力を主訴とした

相談事例1051例を対象とする。

表 2

女子戸「合昔lh「
10歳以下 20 2.3 5 2.6 25 2.4 

11歳 13 1.5 4 2.1 17 1.6 

12歳 30 3.5 6 3.1 36 3.4 

13歳 81 9.4 24 12.4 105 10.0 

14歳 131 15.2 31 15.9 162 15.4 

15歳 167 19.5 34 17.5 201 19.1 

16歳 167 19.5 45 23.2 212 20.2 

17歳 145 17.2 29 14.9 174 16.6 

18歳 66 7.7 13 6.7 79 7.5 

19歳 28 3.2 2 1.0 30 2.8 

20歳 9 1.0 1 0.5 101 1.0 
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表 3 恭カの対象

No. 三(
1 旬 725 84.61 168 86.6 893 84.9 

2 父 214 25.0 34 17.5 248 23.5 

3 祖母 65 7.6 11 5.6 76 7.2 

4 刻11 62 7.2 9 4.6 71 6.7 

5 弟 55 6.4 11 5.6 66 6.2 

6 指ド 28 3.2 8 4.1 36 3.4 

7 {也 21 2.4 6 3.1 27 2.5 

8 祖父 21 2.4 5 2.6 26 2.4 

9 兄 13 1.5 。。 13 1.2 

(ル ihzlMO川ロ9.7¥訓138.0

2. 対象数・男子857(81. 5%)，女子194(18.5%)。

3. 保l宥 調査を目的と した相談受理でないために調

査項目を必ずしも満たしているとはいえない。ここにか

かげるのは調査内容の一部，基礎的な部分である。

4. 調査結果 (1)府県別人数(表 1)茨城県につ

いては，調査側の都合により対象外とした。事例がない

ということではない。

宮崎県，沖縄県においては，少年補導センターでの扱

いはないという解答を符ている。他の相談機関での扱い

については不明である。

(2)年齢別 :

16歳，15歳， 17歳の順となっている。
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表 4 暴力の類型化

男女 別 |

女子 音|

行為の有無 ________1 jレし l七 比

イ，家庭内恭カのみ 177 20.7 24 12.4 201 19.1 

ロ，家庭内暴力+登校拒否 184 21.5 35 18.0 219 20.8 

家庭内暴力+登非校拒行否 146 17.0 38 19.5 184 17.5 

ニ，家庭内暴力 +~I， 行 350 40.8 97 50.1 447 42.6 

百↑ ¥ 857 ¥ 100.0 ¥ 194 ¥ 100.0 ¥ 1，051 ¥ 100.0 

イ，純 型 家庭内だけで家族に暴力をふるい，家財を投げたりこわしたり日常からは考えられない暴力をふる

うが家の外ではおとなし くしていて笠校もしている。

ロ，準純型(登校拒否型)

家族への乱暴は純型と|百lじであるが親を困らす手段として登校拒否をするものや主主校拒否を無理

に登校させようとしたことか ら反抗してその乱恭が家庭内恭力にi住民したものなどがある。

ノ、， Ìf~ 純型(混合型)

登校拒否だけでな く金品の持出し，万引，無断外泊などの行為がみられる，i也を害すると ν、うよ

りも母親へのいやがらせの色彩が強いという点では登校拒否と同じ ような傾向を もっ ている。

ニ， ~I'純型(非行先行型)

家庭内暴力より先に非行行動があり ，暴走族加入，不良交友，恐l鳴，夜遊びなど布Ii導経験もあ !1， 

その上に家庭の:やでも家族に対して暴力をふる うものである。

ホ，非純型(精神障害との抗界型)

精神障害とは診断しに くいがうつ病あるいは単型分裂症初期など に見 られる行為や;1，'.沖l'障害 との

境界領域に定着していると思われる例である 。

(3)暴力の対象:

暴力の対象は複数であるが同i親に対するものが圧倒的

に多い。

(4)暴力の類型化:

一口に家庭内暴力といっても，その状態からみて 5つ

の型にわけられる と考える。

イ 純型は従来いわれてきた外ではよい子で，家の中

だけで乱暴するものである。

ロー登校拒否型が，現在数の上では最も多くみられる

ものである。

(5)仙の相談機関の有無

相談内容の性質として他の相談機関を訪れ受診してい

るものも多い。実際にはこれよりはるかに多いと思える

が而接の中から得られたものは表のとうりである。同時

にE重複して 2か所を訪れているものや， 11奇を経ているも

のなどまちまちである。

2. 思春期適応異常と家庭内暴力

高橋:家庭内暴力の問題が，普段学校へも行っている

し，外では良い子だが，家では母を始めとする家族に乱

暴決絡を似Jく新しいパターンの問題として，相談機関の

窓口に顔を出し始めたのは， I昭和37， 8年頃から といわ

れる。その後，当初問題となった事例と は梢造を具にす

る多数の事例をも加えながら，思春期の家庭内暴力の問

題は，依然として社会問題としての命脈を保ちつづけて

u、る。

私共がl臨床医の立場で，この問題を手がけるように

なったのは，1Ij?，和52年からで，最初は相談機関からの紹

介の形であった。その後多数の事例を手がける機会をも

ったので，その経験から，家庭内暴力の実情に関して話

を進めてみたい。

私共が治療した事例は，本日公開された分類にしたが

えば，純型とl!l!k屯型の中の登校拒否型及び非準型の中の

精神障害との境界例が中心である。このうち登校拒否を

i*った例については，5JIJに1ilil!説明があるので省略する。

1. 純型

いわゆる“外では良い子"であり，学校へも休まず通

っているが，家では暴力を振るうタイプである。

1) いわゆる純型

このタイプは明らかに男性に多くみられる，母親が肥

大し，父権の萎縮した構造の核家族の家庭に多くみられ

る，過保護，過干渉で，母子のべったりした共生関係を

思恭期まで持ち越し，高学歴志向と， 実力とのアンバラ

ンスが挫折体験として緊張を生み，更には些細なきっか

けを引き金として恭カに発展してくるようである。暴力

は，最初は言楽による反抗，続いて物に当る。更に家族

の肉体への暴行へと発展するのが一般の傾向である。



表 5 仙の相談機関の経験の有無
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~ 
有

無

山

ぷ〉、
に1 言1-

青少年セン ター

福祉事務所

市町村 ・相談室

警察少年係

精神術生セ ンタ ー

民生委員

大学宗教関係相談所

保健 所

学校カウンセ ラ一生活指導 l

担 任 l 
電話相談 l 

その 他 | 

男子

333 

513 

11 

38.9 

59.9 

1.2 

女 子

89 

105 

45.9 

54.1 

合計 「一一一一
i 比

422 I 40.2 

618 I 58.8 

11 I 1.0 
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暴力にIJFJけ暮れている子供遠の状況を市，'ijべてみると， は良い子"の実情のようである。性格の一部に小心でお

殆んど例外なしに神経症的愁訴と か心身症としての症状 体裁屋の面を同時に持っているから，その場その場での

を訴えている。内容的には吃一音，強迫現象(不潔恐怖爆発はできずに抑えてしまうのだろう。こう した性格傾

洗j係強迫)身体的外見への強い拘わり(]肥満，短躯，ニ 向の持ち主だから，彼等の多くは心を許す友達を持つこ

キピの痕跡，骨折治療後の変形，性器短少等)神経性下 とができず，孤独である。

痢，神経性頒尿等である。 家庭内暴力問題の主人公である子供達は自分は被害者

性格傾向を調べてみると，わがまま， 小心，見栄っば であると いう意識が強いから，自分から治療を求めてく

りで，不快な体験の処理が下手な米熟な性格の持主が多 る事はないし，周りからすすめられても，治療に踏み切

い。 る事は先ず期待できない。したがって，現実の治療は紛

こう した不快体験の処理の下手な性格の持ち主だか への指導のみで終る事が多く ，又それで目的を逮する事

ら，現実には家庭を離れた場でも挫折する機会は多いの も多い。

だろ うが， 目立たずに適応しているとい うのが，“外で 医療機関の場合，事例によっては入院治療とい う方法
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をとる事になる。ただこの場合も，暴力を回避する為の 1'1コ3女子 :家族 (父，母， 祖母，本児，弟) 問題の

ごく短期間の{昔置としてしまうと，反ってその後の親子 概要 小学校より成績きわめて優秀，中学受験のため阿

関係を惑化させるだけの結果に終る事が多いようであ 親が盤に通わせ家庭教師をつけ，いわゆる有名校入学を

る。 2，3カ月以上をかけて，充分に本人の気持を整理 めざす。合格後，成績がふるわなくなり，中 3より登校

してあげる事が必要だし，勿論並行して家族への働きか 拒否，両親や教師の登校刺激に対して当初は受動的な抵

けを忘れてはならない。 抗を示していたが，やがて，器物破嬢，両親に対する身

2) 従来からの神経症 体的危害にまで発展する。この段階では，両親は本人の

不潔恐怖症，対人恐怖症，醜貌恐怖症，などで悩み， 家庭内暴力の契機を全く予測できない状態であった。機

従来からみ られる神経症として理解できる子供が，症状 鰍のょいときは，家事の手伝い，両親との談笑などをす

との葛藤からいら立ちを強め，家人への暴力に発展する る。

例もある。この場合は，治療への期待をもっているか 高校入学直後も登校せず 「自分は生き方を変えたJと

ら神経症に対する治療を実施し，症状が好転してくれ 言って自室で作詩，作曲などをする。この頃は，極端に

ば，暴力の問題も解決するようである。 家族以外の人との接触をおそれ，電話のベノレにもおびえ

2 非純型 る。また身体違和J惑を訴える。

精神障害との境界例 約 1年間の休学ののち復学するが，欠席，家庭内暴力

l明らかな精神異常者の興奮による暴力問題は，ここで

は問題にしていない。

一般の家庭内暴力問題と外見上似た面をもちながら，

{nTか治療者に違和感を抱かせる例である。

暴力の在り方，家庭tI'Ii造の在り方，木人の生活史の中

に， 了解困難な不連続な部分がみられる。本人との接触

で得られる印象が， 他の一般の事例と異なる(言語疎通

性は良好だが，情的疎通性は不良)等の点が問題になっ

てくる。この場合，この事例が精神分裂病なのか，重症

神経症なのか，それとも両者の，境界状況として理解す

べきなのかといった鑑別上の問題が出てくる。 1l'i村1分裂

病自体の概念が反省期に入っている現状だし，現実に軽

症の分裂病{象とか， ~I'定型的な病像に対面する事が日常

化してきているわけだから， この鑑別上の意見の決定は

容易ではない，できれば薬物療法を例用したりして，慎

重な経過観察が必要になってくる。

3 登校拒否と家庭内暴力

永瀬 :東京都立教育研究所相談部に，登校拒否を主訴

として来所した件数は，木所，三mg分室をあわせて，昭

和52年度， 281件(全来所件数中の割合， 47.0%)昭和

53年度，299件(問50.9%)，昭和54年度， 297件(同50.6

%)である。

また，上記の登校拒否件数のうち，家庭内暴力の付随

するものは，昭和52年度21件(登校拒否件数中の割合，

7.5%)，昭和53年度， 33件(同11.0%)，昭和154年度，

29件(同9.8%)である。

登校拒否と家庭内暴力の関係を一般的，類型的に論じ

ることはむずかしいが， ここでは若干の臨床例カミら，特

徴的と思われるものをとりあげてみたい。

<事例 1>

は散発的にみられた。

相談のプロセスのなかで，両親が，本児を規制するこ

とに限界を感じ，本児にふりまわされる自分を無意味と

感じた時点から，また，担任が根気よく本児の変化を待

ちながらも，通学についての木児の意志を明確に確認し

たこと等を契機に，まず，登校拒否が改善されてやが

て，家庭内暴力が消失した。木事例における家庭内暴力

の意味 ・本質的には密着した親子関係の圧力からの分

間!t独立としての意味をもっと考える。そのさいの内的

葛藤，緊張，不安等を統制できず，両親に対する攻撃の

形をとったものと理解する。

<事例 2>

中学2年男子:家族(父，向，兄，本児)，両親とも

勤めていて， :?;!J少時より祖母に育てられ，とくに木児は

祖母に溺愛された。小4のときに祖母残，母が家庭に入

るが，やがて登校拒否が起り，断続的に経過する。

幼少時よりわがままで，欲しいものがあったり，自分

の思うようにならないと，だだをこねることが多く，市占

果的にはいつも要求がとおり，家庭内では甘やかされ放

題であった。

祖母の放後は母に対してしばらくの間は， Iおばあち

ゃんのかわりに"?"?が死ねばよかった」と，ことあるご

とに言っていた。

母親は，祖母がいなくなって，かわいそうだと思う気

持がつよく，たいていのわがままをとおしてやっていた

が，本児のわがままな要求はエスカレー トして，こと

に，あそび道具に対する執着は異常と思えるほどだっ

fこ。

登校拒否は小5の後半には一時おさまっていたが，中

学入学直後に再発した。「だれも仲の良い友だちがいな
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い」との迎由であった。 家庭内暴力を主訴とする虞犯事件の場合は暴力の象徴

問H守に，もの，食事に対する要求が激しくなり ，高価 的意~去を理解しながら，行為の加害性，非行準備性につ

なカメラ，ステレオーなどを買えと要求し，食事も気に入 いての調査も必要である。

らない と「っくり直せ」など と言うようになった。 (2) 犯w少年

ふだんはおとな しい父が一日，本児とと っくみあって 司法警察員，検察官は捜査をとげた結果，犯罪の嫌疑

1I七責したが，父の方がけがをしてしまい， 以後，本児は があると思料する ときは，すべて家庭裁判所に事例二が送

父，母に対してものを投げつけるなどの暴力が頻繁にみ 致されるが，家庭内暴力という問題行動を多く含む犯912

られるようになった。父がいないと きには，旬の傍へ寄 としては，薬物関係，暴走族，暴力団関係の非行や粗暴

って，髪の毛にさわったり，身体をすりょせたり して甘 犯非行に多くみられる。

えるしぐさをみせる こともある。 2. 家庭内暴力の背景

担任が家庭訪問したさいには，うってかわっておとな (1) 家族の役割，機能の喪失，弱体化

しくなり， 登校をすすめると，数日間は登校した。 a.家族の続力構造の混乱

相談のプロ セスでは，母親の本児に対する感情を明被 父親支配から母親支配への移行

化しつつ，母子関係の調整，父親の木児へ積極的なかか b 親の養育態度の歪み

わりを重視してきた。 父子関係の疎遠，断絶に比べて向子関係の依存，

約 6カ月間で登校拒否は改善され，家庭内暴力も影を 癒着が進み，過干渉，過保護のため，分自!L独立

潜めている。 ができない。とくに欠損家庭に影響が目立ってい

ヌj;:事例における家庭内暴力の意味幼少Il~fからのわが る。

まま，自己統制の弱さ，それを認めてきた親(担母)子 C.家族員の葛藤

関係の延長線に本児の家庭内暴力を位置づけることがで 父母，嫁角li，兄弟姉妹問の葛藤は愛情，嫉妬，独

きる。それを決定づけたのは，父と木児の力関係が逆転 占， 競争の形の中で，逃避的，攻撃的，退行的行ー

したH青点からである。 本児のものに対する ~f~~'市な執着 動に結びつきやすい。

は，希'NJ.な交友関係と表裏一体であるように思われる。 c1.進路上の障害，挫折

<事例 1>の場合と異なるのは，家庭内暴力が，具体的 受験，就職，異性関係等の不安，恐怖， 挫折，絡

な獲得の手段となっている点であると考える。臨床的に 望感に対し親側の支配，期待，干渉が加えられる

は，登校拒否，家庭内暴力が単独に現われる事例，阿者 ことによる暴力発現の危険位二もある。

が重複する事例があるが，以下の点では類似しているこ e 薬物乱用，精神疾患等の影響

とが多いと考えられる。 3. 暴力反応、に対する親の態度

①両親の養育態度，②交友関係の とぼしさ，③家庭内 (1) 受容的態度

への心理的逃避。 子供のいいなり，するがままにな り，無条例二に要求を

また，問者が重複する事例のほとんど'-;s思春期に限ら のんでしまうため，子供の欲求，依存は拡大し， 家庭の

れている。 中で特別を維持，増大させ，独立性が損われ欲求耐性の

さらに，両者が，単独，もしくは 重複して発現する 脆弱さが目立って くる。

背景には，家庭要因 (親子関係)， 人格要因(病理性の (2) I思議長的態度

ifI，水準)，発達要因 (思春期の 自我形成)， 学校要因 子供の報復を怖れたり， 1~1 しにのって，生活圏内での

(学業，規範 ・地位 ・役割， 交友関係， 教師との関係) 援助，保護，指導を求めようとしない。また世間態，学

相互の関与の度合いが考えられるように思う。 校の成績，評価への影墾~を心配して問題行動を家庭内に

4. 家庭内暴力と非行 隠してしまう。

山崎:1 対象少年 (3) 逃避的態度

(1) };s;犯少年 暴力の被害者が家庭から逃避する ことによ って親子の

少年法3条 1項3号にかかげられているが， (t保護者 問題が夫婦の問題に発展することもある。逃避の内容は

の正当な監督に服しない性癖があるということが主たる 一時的避難，別居， 阿佐婚， 蒸発，病気入院等がある。

E員ç~[I，司王向であり ， しかもその性格又は環境にて らして将 (4) 依存的態度

来罪を犯し，又は刑罰法令に触れる行為をする成のある 暴力がひどくなり ，問題行動力'?IO行性を帯びてきてや

少年でなければならない。 っと相談機関に泣き込んでくる。親たちは施設収容を婆
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求し，このような惜置は自分たちの意思とは無関係であ

ることを強制してくれと勝手な懇願をする。葛藤との対

決を回避し，自主的解決への努力を放棄し， 他力本願の

姿勢が露骨である。

4. 家庭内暴力のメカニズム

(1) 強固な依存欲求が中核となっている

進路上の障害，挫折にあうと自我葛藤を起し，自暴自

棄的に他許l的に依存対象者に対して甘え攻撃を加えるこ

とによ って劣等感，不満感等を発散させようとする。

(2) 被害者感情がみられる

自分の挫折感，劣等感，不満感寺?の発生原因はがlの責

任 O~fH昔，病気， 貧困，不和等)によるものであり ，自

分はその被害を受けて苦痛を与えられていると思い込ん

でいる。また親側にはこれを裏返しにした罪防感みたい

なものがあって子供のいいなり，暴力を忍従している。

(3) 非現実的自立願望をのべる

言説としては筋が通って現実的にみえる自立願望を子

供は述べるが， もとも と性格的に意志薄弱てーあり ，内向

性で社会性も未成熟であるため，有言不実行に終り，こ

れが新しい暴力反応の引金となる。

(4) 小児的対人関係がみられる

自発性，積極性が乏しいので家庭外では|問題を見せず

体制服従の姿勢をとって，にせ適応を示しているが，家

庭内では未熟な自己中心性がみられ，些細な不満，刺激

に対して暴力を振るう。友人関係も孤立的か追従，雷同

的で，目立ちたい欲求が強い，非行に移行する型の少年

は依存，発散の対象が家庭外の非行集団，薬物， 自動

車，異性交遊等に移行していく が，家庭内暴力の沈静化

とは直ちに結びつかない。

5. 処遇について

親子関係のカ動の中で発現している家庭内暴力の処遇

については，分離不安，共生関係にある親子双方に自立

性を強める働きかけが必要である。 物理的にも心理的に

も少年を家庭ーから分離することによ って，少年は 甘えと

反抗の時期を乗り越え，親は溺愛，JlJh干渉，期待，支配

等の養育態度を反省し，相互に依存感情を脱却すべきで

ある。また非行と絡んだ、家庭内暴力少年に対しては施設

収容による矯正教育も必要である。

家庭裁判所の惜置，処分としては， (1)保護的惜置，

(2)観護惜置， (3)委託惜置， (4)保護観察， (5)少

年院送致等がある。

5 家庭内暴力と施設処遇

長谷川 家庭内暴力から非行，さらに施設内て‘の暴力

にまで進む例がある。{本が弱いなどで幼H寺から甘やかさ

れ，意見に乱暴，学校で、は仲間はづれ，職場不適応，依存

と攻撃に出るナルチスチッ クな少年であることは共通

で，施設内ではまず担任l隊員に甘え，チームワークによ

って徐々に施設職員との信頼関係をっくり出し，親子関

係の改善に進むこ とは，家庭内暴力少年の指導にあたっ

て，参考になるかと思う 。

事例A.18歳の男子，父は30年勤続の会社員，母は看

護婦，数年前家を新築した仁10流家庭，兄が小学 6生!三で病

死したので事実上 1人子となり ，幼時から貧血があった

りして甘やかし放題，保育園ではよくいじめ られて泣

き，小 ・中学とも成績は[10の下で，友だちは一人もでき

ず，ただ人の持っているものが欲しくて家から数回金を

持出したという。クラブもすぐやめ，家にかえって TV

をみている純かぎっ子。 1:1"学から家庭教師をつけられ，

志望校におちて私立高校に入る前後から父母への反抗や

怠学が多くなり 2年になるとシンナー・ ボンド ・喫煙

や万引・ 暴行事件をおこ し停学になり，人のやっている

のをそばにいただけで停学になったこと から，学校をや

めるために同級生を恐喝し退学する。 自衛隊に入っても

上官を殴って 1カ月でとび出し，叔父の工場で働いても

けがをして休み，免許をとると父に車を買わせて釆りま

わし接触事故を起し，父に注意されると家出し，その夜

通りすがりの男がガンをつけたと言って頭に 4量|ぬう傷

害を負わせて瞥察署に自首したところ少年鑑別所に収容

されたもの。

入所I時横柄な態度で早く出せ，父を呼べ， TVをよこ

せなど要求したり暴言をくりかえし， 日記には「怨念、を

もって死んでやる」などと記入し，面接を拒否したりす

るが，次第に担任教官にはすなおに接するようになる。

担任が不在の日には墜を叩いて勝手な要求がきき入れら

れないとガラス窓を制り ，手錠をかけられると，足げり

してガラスを割ったり，水道管をこわして水浸しにす

る。医者にみせて負傷を手当し 48時間床の上にねか

せ，担任をはじめ職員の指導がつづく とやがておち つ

き，手錠をはずし，新しい畳，毛布，布団を与えると，

「すいません」というようになり ， 日記には「先生ぼく

に手錠をかけてもらって有難うございました。ぼくは一

度もHじられたことがありません。ぼくのわがままな根性

を徹底的に直してもら って」と書く 。この間父偲のilii会

も数回あり，次第に素直な会話がで‘きてくる。少年院送

致の決定にもおちついて応ずる。少年院でも同様の暴言

や要求とガラスを割るなどが数回くりかえされたもの

の，やがてl隊員との信頼関係が生じ，まじめに働き親孝

行すると誓って退院した。

王~H~IJB ， 17歳女子，彼女の父は 3歳の頃陥婚し凡を引

取り， Bは7Jく商売の母と祖母，ついで継父と生活，かぜ



をひきやすいと言うこ とで甘やかされ，祖母に養育さ

れ，ずっ とおとなしく友だちもできず，小 ・中学とも成

績は中の下，私立高校に進むと，恋人への手紙を託した

同級生がそれを裏切ったことから登校拒否，一時は自室

に閉じこもり食事もとらず，中退して家に居てスナック

に半分遊びで通ってもすぐいやになり，祖母に長髪を切

られたと か，デ、パートで勝手に注文した着物の代金が

母の所に諮求がきたこと から口論し乱暴して家出，駅前

やデパート で男性に声をかけ30人位と売恭し，補導され

て少年鑑別所に入所する。毎日のように父母が面会にき

てパナナやお菓子を持参し，ひたすらあやまり ，Bがお

説教をする始末，やがて面会を制限。母はBの暴力を職

員に訴える。

Bは入所の とき，着がえを拒否し，ばあさんを11手べ，

男を入れろ，独りじゃ寝られないなど， 3日間暴言，要

求，本や衣類をひきちぎり投げすて，大声を出すなどを

つづける中に，男性の担任教官に甘えるようになり，次

第に他の職員にもすなおになる。審判で帰宅が許される

と，大喜びで/:1:¥たものの，すぐ翌日家出して，駅前で男

を姶いモーテノレに泊り ，翌朝友だちをさがして交番を訪

れ，そこで逮捕されて少年鑑別所に再入する。

今度も逃げてやるなどの恭言や自分勝手な要求もあっ

たが，だんだんと全職員に愛想がよくなり， r私かわい

いでしょ，ファッションモデノレになれるね」と呼びかけ

る。

審判の結果，中等少年院送致の言渡をうけると 「裁判

官はいいでしょうけど，行 く人の身にもなって下さいよ

ー でも行ってきますJと， 2 f:1後に送られた。少年院

でも散散職員を手こづらせながら，徐徐に信頼関係をと

りもどしつつある。少年鑑別所の担任教官には， しばし

ばラブレターまがいの手紙が送られ，家族問の改ー蓄にも

触れている。

A 'Bとも，少年鑑別所での心理テス トでは，感情の

統11jlJが悪く，思いやりに欠け，人間関係の希薄，不信と

非現実的な不安，攻撃衝動，依存と愛情飢餓が幼児的な

万能感と同居している。しかし精神障害がない以上，精

神的には正常である。

また2人とも，高校進学rjij後から両親に乱暴をしてき

たとはいえ，他の例にみるような執ようさはなく，中途

半端な家庭内暴力と言えるかも知れない。 そして非行

に， Aは傷害や恐唱，Bは売春まがいの男あさりがあ

り，そ して施設内の徹底した反抗に出ている。Aは 「父

母に逆らったのは大変誤りだ，不安にするのは邪悪な

心」と書く反面「父への怨念」と日記に書く。 Bは 「母

に最近反抗，アベックがうらやましい，私はすごく度胸
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がいい， 世の中こわいものはない」とZ5・きながら， 自分

の容姿への不安を職員に訴える。 2人と も，表の反抗 ・

攻撃のポーズの1&に，切ない挫折や自に見えない大きな

力におびえ，すがりっきたい状態であることは，入所中

彼らの書いた自 l羽田とそれに基づくイメージ面接が明ら

かにしている。ガ'JII寺から甘やかし放題であったと言って

も，わがままの放任であり，成長過程で何度も必要だっ

た父や母に対する抵抗と依存に対して，確かな手ごたえ

のないままに， 1:ll学のはじめまではおとなしいかぎ っ

子，友だちゃ同胞のない一人っ子となり，やがて家庭内

暴力から非行に走っても，すくに不良仲間とは離れ，単

独の反抗を， Aは男に，それは父への怨念として， Bは

母への復型?として男あさりに出ている。事実は 2人とも

父母は弱い存在である。したがって施設内での依存と抵

抗は，幼時から父母に対して行うはずの依存と反抗の再

学習であったであろう。 担任教官は甘えられる母の役

割，他の全職員は厳しく規律を守らせる父と世間の役割l
を果すことによ って 2人の社会化へ一歩ずつ進めるの

に役立ったと思われる。彼らの自立はさらに先であろう

が。

このように考えると 2人とも，かつて不幸な境遇の中

で，育て役が次々変わり ，貧困か虐待の中で依存の相手

は常に奪われ，しかもおとなしい子として過ごし，中学

の頃から非行に進み，施設内では孤立し，職員にべった

り甘えたり反抗し，自傷{也害あるいは奇声を発し，破壊

や異物を食べるなどと手こずらせる，いわゆる情緒障害

のある非行少年と同じ経過をたどるようである。

彼らが 18になろうと 19になろうと，徹底して甘え，

徹底して反抗し， しかもそれを受けとめてくれる人物が

必要である。また友だちも，自信も未来の夢も必要であ

る。そのためにまず， J隊員と家族や協力者のチームワー

クが必要となる。未来の可能性発見のための気ながな作

業である。ここに伝統的な非行少年や問題児と，現代型

の非行少年や家庭，学校の暴力児との，指導の上での接

点があるように思、われる。

111. 質疑応答

司会 :各先生からのお話は以上のとおりです。これ

から皆さんといろいろお話し合いをしていきたいと思い

ますが，そのがIに，この家庭内暴力というものの本質を

どう理解したらよいか，その発生契機やメカニズムをど

う迎解したらよいか， 他の異常行動との相違は何か，な

どについて，今までのお話でもふれるところはありまし

たが，もう少しまとめてほしいような気もしますので，

どなたかお話いただけませんか。特に，今日は御家庭の
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主婦の方や学生さん逮もいらっしゃいますので，少し解

説的にお願いしたいのですが一。高橋先生，いかがでし

ょうか。

高橋.さきほど私自身の話をしましたけれど，発生メ

カニズムといったようなことに関連したことは，あまり

触れなかったので今あらためて私の意見を述べさせてい

ただきたいと思います。先ほど，お誌がありましたよう

に，家庭内暴力問題の底辺というのはいろいろ広がって

きており，それそ、れのパターンのメカニズムを一様に論

ずることは，むずかしいかもしれません。それで，私自

身の臨床経験というものを中心として主として扱った原

形というものの成り立ちに対する私の理解というものを

お話したらどうかというふうに考えるのであります。

NHKがいろいろ家庭内暴力問題とか或いは登校拒否問

題というものに関して調査したデーターがあるわけです

けれど，私自身の臨床経験とその調査結果というもの

と，いろいろ食い違った点もありまして， それも利用させ

ていただきますと，大体，家庭内暴力を起す子供ーさんの

母親というものは，非;常に子供に対して溺愛するタイプ

が多い。それから期待し，そして干渉する，干渉しなが

ら盲従するというような構造の性格のお母さんが多いと

いうことが揚げられています。一方お父さんは，それぞ

れ職場で、は，有能な方なんでしょうけれども，家庭では

あまり父親と して強い光を投げかけていないタイプが多

いような印象を受けます。どちらかというと，子供に対

しては，非常に期待を持っている。そして不安の強い性

格の人が多いようなことが言われております。また，子

供が幼い時の親子関係というのは俗に言う共生関係とい

うか，非常にべったりした関係が多い。そしてそう いう

関係から精神発達をとげた子供の人格構造というのは，

思春期になってみますと非常に気が小さくて，わがまま

で，みえっぱりで，お体裁屋だという印象を強く受ける

子供さんが多い。こういった方が，思春期になにか挫折

的な体験をもっと，例えば成績に非常にこだわっている

のに，成績が落ちたとか，或いは，成績その他のことで

先生に注意をうけたとか，友達関係でーまあだいたい友

達はそんなに多くないのに一つまづきを持ったとか，そ

ういうような，挫折的な体験を持っと，それが引金にな

るといえそうです。まあ私自身の経験した例を 1つ申し

上げますと，これは，中学校の頃学校を転校したわけで

すが転校する前，幼児の頃からそのお子さん何か身体的

な欠陥をもち，そのことを意識下でいつも気に していた

わけですけれども，その問題をお母さんが転校先の新し

い担任の身上調査の時に，知らせておいた方が良いので

はないか，ということで知らせたんです。ところが，そ

れが本人に伝わってそれから学校内で次第に緊張ができ

てきて強まってくるし，母親と子供の関係も，何かそれ

までと違った緊張した零囲気になってくる。

これなんかも一つの例だと思います。本人のこういっ

た引き金的な挫折体験というようなものが 1つの家庭

中での緊張の土壌というものを作って実際の暴力の発生

というのは，それほど大きな体験・刺激というものを必

要としないほんのちょっとした，例えば夜食にお母さん

が，部屋に何かを運んだ。その時のお金を置いた時の音

が，ちょっと大きすぎたっていうことで非常に子供が激

怒してそのお盆をひっくりかえしてしまう 。ということ

から暴力が始まるというか，まあそれだけ取り出してみ

ると，本当に想像もつかないような，つまらない刺激で

暴力の問題が発生する。まあこんな風に私は理解してい

ます。

司会 :ありがとうございました。もう一つ，できたら

はっきりさせておきたいのですが，この家庭内暴力とい

う場合の暴力がでてくることの社会的背景，つまり，

衣 ・食 ・住足り，他の諸国と比べてこの平安な日本の社

会に，何故暴力がでてくるのかということの社会的背景

について，お話いただけませんか。江幡先生いかがで し

ょうか。

江幡.私達の調査のことからお話することにしましょ

う。

なぜ調査したのか考えてみますと，臨床家ですからケ

ースは非常に沢山あるわけです。 37，8年頃からずーっ

とケースを追って来ているんです。いろんな臨床事例を

聞いたりすると，共通点が多くあるのを感じたり，なん

となく 5年単位で変化があるのを感じたりしていたわけ

なんですけれど，いったい本当の共通点は何なのだろう

かっていうことから調査を始めてきたんです。私自身

は，最初，国立国府台病院で登校拒否のことをやってら

っしゃると新聞で見たんですけれど，最初は，子供の性

格の問題じゃあないかと考えたわけなんです。でも，す

ぐに気がついたのは，これは親子関係であると，親子関

係の中でも，先ほど高犠先生がおっしゃったように共生

関係，共に生きるというもので，子供の側の親に対す

る過剰l適応，親が 「こうしなさい。」って言ったら「ハ

イ。」ってするのは単なる適応で司すね。 それ以上にもっ

と過剰に適応して 「こういうふうにしたらママが喜んで

くれるんじゃあないかな。」と子供たちが先取りして適

応していくわけです。そうすると，ママはうれしいわけ

です。そうやって子供を自分の中にくるめて育ててしま

うような親子関係が問題だと思いました。でもその背後

にお母さんの性格の問題があり，お父さんの性格の問題



があると気づいたんで‘す。それからもう 1つは，家庭内

恭力の子供を持つ家庭の夫婦関係の問題とい うことで

す。外見的にはりっぱな夫婦ですし，言葉は怒いですけ

れど，“冠婚葬祭夫婦"としてはりっぱなんですけれど，

いわゆる，夫婦としての役割がちゃんと分担できている

か，そうした信頼|鶏係がどうなっているかということで

す。子供が15~ 6歳でこういう問題をおこしているとい

うことは，夫婦関係が思春期を迎えているということで

はないか，ある種のなれもきているし，いろいろあるんじ

ゃあないかとも思います。夫婦関係をずっと研究してき

たんですけれど，どう ししてこんなに子供を自分の中に

くるめて自分のしたいように育てようとするのか，なぜ

こんなに甘えがあるお母さんが出来上っちゃたのか，そ

して，と うしてこう いう夫婦関係が|止の中にこんなに沢

山あるのだろうかということ です。家族くるみやっぱり

勉強しなくちゃあいけないんじゃあないかつて思いま し

た。そして，家庭病理をもっとしっかり勉強しなくちゃ

あわからないじゃあないかと実は考えているところなん

です。また，調査の結果， やはり NHKと同じでござ

いまして母親は溺愛， 干渉， 不安， 盲従型で父親の方

は，拒否型，期待型，厳格型であるというのが出てい

て，この不一致というのがどう して出てきたのか。そこ

に教育の問題と進学の問題をぶつけて考えるのは簡単で

すし塾の問題や競争社会の問題とかをぶつけるのも簡単

なんですけれども， じゃあ，どう してそれがこんなに家

庭の構造を変えてしまったのかとい うことが，興味の中

心で， J陵を折るようで恐縮なんですが，そんなことが 1

つ社会的背景じゃあないかと思います。

またアメリカではどうですかという質問を良く受ける

んですが昨年，オーストリアのザノレツブルクで世界精神

衛生会議がありまして，Ii'家庭内暴力』という本をお書

きになり ました大阪大学の清水先生という方が，“自殺

と暴力"という分科会で，家庭内暴力を発表なさったん

で‘すけれども，自殺については，~I"ilnこ反響があったん

ですが，家庭内暴力については全くといっていいほど反

響がなかったということ です。あとでアメリカの人がア

メリカでは家庭内暴力っていったら WifeI-Iitterであ

って亭主が奥さんをたたくことで，また最近，問題にな

っているのは，奥さんが亭主をたたくということなんで

す。そしてもう 1っここ で本を教えてもらったので読ん

だ結果やっぱりアメリカで，ジャーナノレに一番問題にな

っているのは，ガiが子供に対する異;市な虐待でーこれがア

メリカでは家庭内暴力として大きな問題になっている。

もう 1つは成人した子供が老人である父や母に対する虐

待， これも大へんすさまじいものだそうです。
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司会.ありがとうございました。それでは，皆さんか

らの御意見なり御質問なりをいただきます。

A氏 .高橋先生にうかがいたいんですけれども，さっ

き ~ill と 容ぽう と か外見上どこか欠陥があるとか， そうい

うとこから家庭内暴力が起ると考えられるとおっしゃい

ましたけどもそれは具体的にどのように治療をするか，

整形手術をするのか，あるいは心理的にそういうのは問

題ではないんだっていうふうに教えていくのかどちらの

而から治療なさっていくんですか?。

高橋:やはり思春期っていうのは先程お話ししました

ように，そう いうことにこだわるのが通有性という か，

~fITでも多少の差はあれ，いろんな 2 次性微に関しての発

達の遅れであるとか早すぎる とか，その他外見にとだわ

るのが通有性であるけれども，そういう風に非常にこだ

わりを持った場合に，やはり，精神療法的な働きかけを

通じてもう少しその人自身にいろんなものに価値を認め

て関心を持ってそういう生活をしていくように指導する

というのが今までやってきたことです。そして，先程お

話したように自分からそういうことだけで悩んで相談に

来ているという場合にはそういうことだけで良くなる

し， それからほかの問題の 1部としてそういう問題を持

っている場合には，家庭内暴力を含めた緊張状態をよく

してあげてその人の考え方に接してあげる と，親子関係

が変わり，その結果，そういうものに非常にこだわると

いうことがかわってゆく。 1flJが多いと思います。

B氏 :茨城大学の中村と申します。いろいろご説を拝

聴させていただきましてありがとうとざいました。 1つ

は主として永瀬先生に関係が出てくると思うんですが，

現在中学校3年でございまして 2年の段階から登校拒否

をおこして，合わせて，家庭内暴力も非常'に激しい子供

なんですが，親の方が困りまして，殺と子供と分離する

というような手段に出ざるをえなくなりまして，現在，

小児科の病棟に入院をさしているわけです。ほぼ 1カ月

半入院してからたちますんですが，子供自身はまだ親に

会いたいという気持ちを全然おこ しておりませんで，面

会させようかと言ってもいらないということを言ってい

ます。先程のお話にも出てきましたような父親 ・母親の

タイプ，これは非常に典型的な両親でありますのでご想

像していただければ‘結構でございますが。今，との子供

が現在中学校に所属しているその学校の友達関係が非常

に悪い。特にその子供は友達とのこじれで登校拒否，そ

れから家庭内暴力と いうふうなことに発展しているケー

スだと思います。で，この場合に子供自身は学校をずっ

と休んでおりますから，まあこのまま戻りまして高校を

受験しましでも自分に自信がない，従ってもう 1年自分
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は2年生をやってそれで実力をつけて中学生活を終りた

いと言ってるんですね。しかし現在の学校には絶対帰ら

ないというふうに主張しております。

このような場合にたとえば 2学期から別の学校に転校

させるというようなことを考えて，その子に話しました

んですが，かなり強迫的な傾向がありまして，転校した

ことがどういう理由であるかを新しい学校でまた問われ

た"寺に，またその友達に対して説明するのに凶るという

ことで，また再び登校拒否が起きることを予測している

わけですね。まあそこで例えば寮を持っているような特

殊な中学校に入学させるというような方法を講じて 2学

期から学校に出すべきなのか，あるいはもうらょっと時

間をかけながらその子供にカウンセリングを続けまして

現在の学校に戻すべきなのか，そういうことについて何

かご経験ございましたらお聞かせいただきたいと思うん

ですが。

永瀬 .お話ーがありました例についてですが，これは，

あくまでもお話を通しての推測にすぎないわけですけど

も，まあ 1つには本人の状態がかなり精神科領域の治療

にかかわるような問題を持っているのかいないのかによ

ってまず方針がちがって くるんじゃないかということ。

まあ仮りにそれほどのものではないという前提にたって

考えた場合でありますけれども，よく友達にいじめられ

た，あるいは友達とうまくいかない，あるいは友達がいな

いという訴えは登校拒否の子供たちの訴えとしてはかな

り多いんです。で，事実最近いろいろいじめっ子の問題な

んかが話題になっていて確かにそうした客観的な状況

をなしとはしないんですが，多くの場合には友達のこと

に限らず，例えば，先生がきびしすぎるとか，あるいは

自分が通ると友達が皆自分の顔を見て怒口を言うなど，

そういう訴えはかなり多いわけです。けれども，私自身

の経験した事例カミらすると，そういう訴えは極端に言え

ば，本人がそう強く感じているというのが真実であって，

客観的には根拠の弱い場合がほとんどのように思いま

す。そ してこれはほかの訴えについても言えるような気

がします。従って子供がいろいろな訴えをして転校すれ

ばその新しい学校ではやっていけるというふうに申すわ

けですが，結果は必ずしも思わしくありません。事実，

相談をうけている我々自身が知らないうちに親が子供を

転校させてしまった例を私自身も持っておりますが，そ

の子の場合には，中学校から高校まで含めて 3回転校し

ているわけなんですね。ですけれども，最初は転校すると

とによってやり直すということを申しておりましたけれ

ど，結果としてはその転校によって問題は一向に解決さ

れませんでした。ということは，そういう訴えの背後に

はやはり親子関係の中に基本的な問題がひそんでいて，

そう いう親子関係そのものが変わっていかないでは，表

面的な問題の保作ということだけでは治療としては，な

かなか進みにくいように思うわけです。ですからそうい

うふうなことをぬきにしてただ1去校すれば自分は登校す

るといった場合に，私自身の経験から言えばそのことで

もって解決した例というのはまずちょっとないと思いま

す。

それから，今のご質問の例をもう少し，詳しく考えてみ

ますと，たとえば中学校の段階までは義務教育年限でご

ざいますので，たとえば欠席日数なんかについてもかな

りl隔があるわけですね。ところが高校なんかになります

と，たとえば 2学期の末ぐらいから本人が学校へ行き始

めて全部出席してもこれは単位としては足りないし，結

果としてどうなりますか。それがどうなるかは別とし

て，そのH与の本人の予測としては全部出てみてもこれは

進級はおぼつかないわけでございますね。しかしそれで

も本人自身の治療が進み親子関係が改善されて，あえて

それでも行く事例というものも決して少くない。あるい

は留年してでも行くというようなことも少なくないわけ

でありますから，そういう点から考えてみますと 1つの

子供の訴えを表面的に受けとってその訴えに対する 1つ

の一時的な操作としての転校ということであると，やは

り治療的な意味というのは，低いんじゃないかなという

ふうな感じがいたします。む しろ先生が後半におっしゃ

られましたように，本人に対する治療をもう少し進めて

いって，本人なり，親子関係なりの改善をはかつていく

プロセスの中で考へていかなきゃいかんのではないかと

いう考えです。

C氏 .私はここで口はばったいこと を言うような学識

はございませんですけれど，あのう，私自身非常にべっ

たり共生的な母親に悩まされまして， ug和20年代でそん

なことばのなかった頃にですけれども ε登校拒否，家庭内

暴力を経験したこともあるもんですから，そんな経験か

らですね考えていることを申し上げますと日本だけに登

校拒否，家庭内暴力といったような問題が多いと思うん

ですね。一言でいうと甘えの社会行事じゃないか，とい

うふうに考えています。甘え甘えられる社会的依存関係

っていうのはですね。欧米にはないわけなんですね。個

人の独立と尊厳と いうものが尊ばれますね。ところが日

本人は，一家の族長とか村の有力者とか，そういうもの

に甘え，甘えられる関係で社会が成り立っているわけで

すね。ところが戦後急速に核家族化しましてそういった

社会的な依存関係が崩壊してきて，都会で全く，寄るべの

ない独孤な母親がふえてきている。そして，子供にベっ
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たりと，こう共生することによ って甘えの欲求を満たし く考えていった場合に，おかあさんが，母親として，と

ているんじゃないか。そんな とこ ろからですね，親子共 いうよ りはまあ一人の人間として， あるいは女性と して

生関係が日本に強いんじゃないか，というように考えて 生きる，生き方の問題をどう とらえるんだろうか。たとえ

おります。 ヒントになり ますかどうですか。 ば極端なことをいえば夢中になって子供ーさんのことを心

江幡:多分そうだろうと思うのは，制査の"1"で，q-~fに 配して，この子は点数が，それからどうだこうだ言って

おかあさんに友達がいるかどうか，それからよく話しあ みてもですね，男の子の場合で言えば年頃になって恋人

える人がいるかどうか， これが非常'に少ないってこ と， ができれば，おかあさんなんてうっ とおしいわけです。

いわゆるふつうの非行少年の親よりも少なかったってこ 女の子だって好きな男の子ができれば，親をきっとわず

とが見られました。親の孤立化ってことが完全に考えら らわしいと思うでしょう。というようなことを頭のすみ

れる。ありがとうございました。勉強させていただきま において父親なり母親なりが子供にかかわるということ

す。 ができないんだろうかなって感ずるわけですね。まあ何

D氏 おかあさんと しての質問ですけれども，今おう もするなっていう ことではないんですけど，そjもはやは

かがいしていまして，おかあさん像っていうものが非常 り今はおかあさん，おかあ さんても77が好きですけ ども，

に子供に対して溺愛型だ期待型だということ，それから ほかの女性が好きになったらば，それはそれとして，ママ

干渉しながら盲従してるという感じなんですけど。私，10 が今のパパを好きになったのと 同じ気持ちで認める とい

何年かおかあさんやってますけど，同 じおかあさんとの うだけの，こ ちらに気持の余裕が必要ではないか。そう

付き合いを通して，今の子供たちが学校へ行きはじめま でないと，やっぱりおかあさん自身がその場その場の状

すとね干渉せざるを得ないということがあるんですね。 況の中で子供にまきこまれて しまうってことがあると思

ほったらかしておくわけにいかないという，だから干渉 うんですね。で，そういった意味で何かあったH寺に，自

しながら盲従・期待している。溺変っていうのはどのおか 分自身と子供がそれぞれ独立した人格を持った人間で，

あさんも同じじゃないかという気がするんです。きっと それぞれの生き方があるんだとい うこ とにどっかで気づ

これの激しい例をおっ しゃっているんだと思、うんですけ かないと いけないと思います。それから父親の問題です

ど，これがおかあさんの姿だという気がして，そうする と が，まあ，父親が権威を持ちに くいとか自分の家の恋法

お父さんはどういうお父さんでなきゃいけないのか，お みたいなものを作りにくいということが言われて い ま

母さんはどういうお同さんだったらよいのか，それと， す。 しかしこれは，今のような多様化した価値観が並

もう 1つ質問があるんですけど，おかあさんがはっきり 立しているn寺世の中では，そういうものを作らない父親

主義主張を持ってて，強い方の場合で，しかもお父さん がよくないとはたして言えるのだろうかと思います。た

もはっきり主義主張を持ってて強い方の場合，そういう だ問題は，最近いろいろなケースを通して父親に会って

例が今まで出てこなかったんですけれどそういう場合子 みますと，思春期前後の子供をもっ父親っていうのは，一

供はどうなって行くだろう か質問いたします。 般的にいうと，勤めていますと， 中間的な管理胞の人た

司会 .どなたに御質問なさいますか。 ちがほとんどですね。そ ういう人たちは職場の中でやは

D氏 :わかりません。どなたでも。 り上からやられ，下からやられ，みたいなところがあった

司会 :どうしましょう。江幡先生，いかがですか。 り，それから非常に対人関係がハー ドであったり して，

江幡・ 永瀬先生どうぞ。 そういう意味では父親自身にス トレスがかかっていて，

永瀬:私にご質問ということ ではないんで‘すけど，江 それがそのまま家庭の中に持ちこまれてしま っている。

幡先生が永瀬さんとおっしゃいましたので，たしかに今 そして，それを，こんどは自分の1:1"できちんと処理して

ご質問がありま したように，母親側の子供に対して干渉 自分の奥さんなり子供なりに対面できる父親と，そうで

したり 溺愛したりせざるを得ない状況が，あるわけです はなくて，そのままそれを家庭の中にもちこんで，極端

ね。ですけど特には受験の問題なんかがからんでくる なことを言えば，食事の話題は，おかあさんは家計簿の

と， 一私は中学校で長い間教員やってま したからわか り 話，おやじは職場のグチと上司の悪口ということにな

ますけども一親も子も目 がつりあがってきます。これは る。そこで，不気嫌になって，子供にやつあた りみたいな

まあ，そういう自体が良しとはしないんですけど，そう い ことを言っている。で，今度は父親の生き方の問題にかか

う状況の中におかれるということでは同じなんですね。 わってくるわけですが，家庭あるいは夫婦 ・親子をとり

どの父親も母親も。ただ問題はそういう外的な，社会的な まく社会的な諸条件が昔のように平隠な安定した関係を

要因がありますけども，も うちょっ とそこのところを深 作 りにくいと いうこと は確かです。逆にいえばそう いう
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状況の中だからこそ今申し上げたような意味で，夫婦・親

子，それぞれの生き方というものがごく ;常識的な意味で

存在していてよいのではないかと思うんですけれと.も。

それぞれがーぺん自分自身に問いかける，あるいは確認

してみるという ことが行なわれないと，そこらへんが解

決されないと，外側の条件だけがかわっていっても，あ

まり人間関係そのものは変わらないんじゃないかという

気がいたします。 これは私自身の反省も含めてでござい

ます。

司会 ほかの先生方はいかがですか。長谷川先生，お

話しをされたいようですが一一。

長谷川 :まあ，父親も母親も自分のおかれた立場とか

今何ができるのかとか，何ができないのか， とかです

ね，そういうこ とについて，ちょっとひき下がって考えて

みるということは確かに必要なことだろうと思います。

しかしちょっとニュアンスが違うことなんですけど，最

近こんなふうに感じるんです。こういった家庭内暴力だ

とか登校拒否だとかいう場合に，親たちはこういう親

だ，父親はこうだ，母親はこうだということをいうの

は，結果論じゃないかっていう気がしてならないんで

す。しかし，おとうさんが力の弱いおとうさんになろう

と思って努めたわけでもないし，おかあさんだっていつ

の問にかこう溺愛型の，そして支配的な母親になってし

まっている。それは結局，夫婦の関係と子供とを含めた

家族関係の中で，あるいは社会的な背景の中でできてき

ているわけですね。 それがこ う非行とか暴力とかが問題

にされてくると親のせいにされ，そうして確かに調査し

てみるとそういうタイプの人が多いということになって

くる。ところが，そういう親子関係，夫婦関係っていう

のが悪いのかというとこれはーがいには言えないと思う

んですね。むしろ私の経験したところでは，政村なんか

にはまだそう いう甘えのためにきちっと結びついてい

る，非常に密接な血縁関係が保たれています。そういう

意味でのいい社会いい家庭っていうものを，私たちはた

くさんみていますね。むしろ家庭の中でアメリカ型の核

家族とエゴイズムむきだしになっている夫婦親子関係と

いうものが私はどうもマイナスのような気がする。ああ

なってほしくないいって気がする。そういうこともいえ

るんじゃないかと思うんです。まあこれは半分以上私の

いいわけのよう な気がしでしょうがないんですけども。

ですからね，今，私は原因をいろいろ追求してみるとい

うことはあまり興味がないわけです。一般的なJ:ill諭とか

いろんな類型に分けてみることはあまり興味がないわけ

です。今，私たちのとこ ろに現われて くる，今私たちが

お聞きする，そういうケースについてですね，今何を始

めたらいいのかというこ とから考えてみたらどうか，そ

うする とおとうさんがそういう態度しかとれなくなった

ということもよくわかりますし，おかあさんが今そうい

う態度しかとれないということもわかるでしょう 。子供

についても同じことですね。そこから もし出直すとすれ

ば，今のおとうさんの立場を理解し，おとうさんを援助

していくというおかあさんの立場や役割をよく迎解して

それを援助していくということしか私はないような気が

します。ですから先程のおかあさんの場合，おそらくり

っぱなご家庭で，あのう ，ì~~愛しているかもしれません

けど，それを，おそらく充分おとうさんは理解しているか

ら，それほど暴力もなくてここに出てこられたんだと思

います。ですから私は，そういう程度はいろいろなちが

いがあって，ーがいにそれだからいけないとか，こうじ

ゃなくちゃいけないとかいうことはないような気がしま

す。も う1つ言わしていただきますとね，非行少年の親

たち っていうのはですね，その子だけが惑いん ではな

い，その家族も皆惑いっていうこともありますね。しか

し，おとうさんもおかあさんも一生けん命努力して，そ

れが全部うら目 うら 自にでてきてる ってことがたくさん

あるわけで、すね。それは，学校の先生のせいにすること

にできないのと同じことですね。どうしたらそういう人

たちを皆で支えていくことができるか，おとうさんの役

割やおかあさんの役割や先生の役割をどうしたら支えて

いくことができるか。 これは江幡さんがよくいう連合鍛

隊の問題ですけどねまあそういうことを 1つつけ加えた

いと思います。

E氏 横浜家庭裁判所の調査官の荒木と 申します。江

橋先生がおっしゃった家族病理ということで家庭裁判所

には， 山崎先生が所属されている少年部のほかに家事部

というのがありま して，その家事部の方に数は少ないん

ですけれども典型的に夫婦の問題として家庭内恭カの問

題がはいってくるケースというのがある ということ で

す。たとえば，私がここ半年ほど扱いま したう ちの 1件

は夫婦関係調整ということで，まあI~[~婚したいと妻の方

で申し立てをして，結局その元には子供が家庭内暴力を

する。そこで，その夫婦の問題が表面化してどうしても

離婚したいという。そこで子供をど っちにやるかという

ことでかなり問題になったとい うケース。それからもう

1件は，これは離婚した夫婦で妻の方が子供をひきと っ

て，その萎に対して子供が思春期に入って家庭内恭力を

するということで，その子供を別れた夫の方にひき渡し

たい，暴力にたえられないからひき渡したいと， そう い

うふうな形で出たのでございます。今まで親子関係とい

うふうなたての線で問題視されていたものの背後にある



夫婦関係の横の関係からもっと臨床的にみきわめていか

ないといけないんではないかということです。それで，我

々が家庭裁判所の家事部でそういう問題が出た場合，ど

ういうふうに対処するかということは少年部ですとか，

あるいは児柱!などではむしろ子供の問題として出てき

て，そうするとどうしても子供の側に立ったケアという

ことで見がちだったと思うんです。子供の側に立っとど

うしても親の溺愛であるとか無意識の拒否であるとかそ

ういうことで子供の側に治液者は立って親を一緒に責め

て行く 。ところが親が悪いんだという ふうな形で治療す

ると必ずしも成功しない場合が多かったんじゃないか，

逆に家事部などで夫婦の問題，あるいは家族をくるんだ

問題として扱うと，必ずしも籾の問題というこ とでは見

ない。そうするとそこで本当に親がこれまで子供の暴力

で悩んできたということに本当に受容でき ます。治療と

いうものはそ ういう 関係の1'1"で始めていかなければいけ

ないのじゃないか。そういうことを感想的に感じていま

す。

江幡 .今のお話かなり私自身ヒントにしたい部分もあ

るんですけど臨床家ですからケースに関してはさ っき長

谷川先生がおっしゃったようにどういう ふうに して援助

していこうかこれは毎日毎日の仕事ですから，このケー

スはどうしたらいいだろうか，スーパービジョンをうけ

ながら，考えをひらきながら，考えていくことができる

わけです。ただそのH寺にスーパービジ ョンが l人の特定

の人ではだめだということがはっきりわかって き た の

と，ケースカンフアレンスを仲間うちでしてたってもう

どうにもならないやっぱり学際性というか他の分野の人

とも助けあいがなければこういう人たちに対する援助は

できないん じゃないかっていうそういうことは感じてい

るわけなんです。まあ，そうやってきてかなりたくさん

成果を kげてると思います。ただ残念なが ら専門家とい

うのは成功したケースとい うのは絶対よそにはわからな

いですし，失敗したケースだけがよそに行くもんですか

ら，荒木先生のところにも私のが行ってるかもしれない

んですね，失敗した部分というのが。お互いさまに専門

家っていうのは失敗したケースでもって評1illiされる部分

がある。だからそれが自分に戻ったH寺にもうーぺん失敗

事例のことをフィ ードパ ックして考えてみないといけな

いんじゃないか。そ うすると私自身たくさんの毛布例をや

っていて少しオーバーにいえば99は成功しているのにど

うして 1つを失敗したか，この lつの失敗をどうい うふ

うに救っ7こらいいかっていうことでいうと，さっきのよ

うに，広く大きくとらえていきたいなと思った次第なん

です。それからちょっと前に戻りますけれども，先程永瀬
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先生にお願いっていいましたね，支配型女性のみっとも

なさを満座の仁1"で、現わしたわけですけど，そのH寺に彼が

ですね，ぼくって言われたわけじゃない，i工幡さんだとす

っと返したわけですね。それをいわれた時私は改めてあ

あこれが支配型の女のことだと思いました。それでです

ね，私は家庭内恭力のケースっていうのは70%位は子供

に会えないんです。おとうさんおかあさん同士と会って

リモートコントロールてf台していくよりしょうがないん

で，今，荒木先生がおっしゃ ったように，親をしかったり，

なだめたり，すかしたり ，上げたり下げたりしながら援助

しながらやっていくわけですけれども，そして，ある磁

の緊張関係を保っていかなくちゃいけないわけなんです

けども，母親だけと会ったり父親だけと会うことはあま

り私の場合にはなく，夫婦との面接を可能な限りしてい

って，おくさんがしゃべっているH寺にだんながどんな顔

をしているか，だんながしゃべっているH寺にはおくさん

がどんな顔をしているかっていうそこのあたりを観察す

るようにしたり，それから同じ相談の体験を 2人にして

もらうというようなことを続けているわけなんですけど

も，今のように，永瀬先生がずっと切り返すというよう

なことがないんです。今のこの男性はかなり 2元的な男

性だからすっと切り返すということがないんですよね。

私の臨床体験からいいますと。それから私はかなり男性

の中できたえられてきたし， きたえてないと仕事ができ

ません。それで，自分が支配型の女かと思ってもいます

ので，あっ切り返してきたなあと思うわけですね。いず

れ永瀬先生には仇をとろうと思うわけですけど，その辺

がおかあさんにはわからないんじゃないか。その辺今の

インマチュアというか，未成熟な部分があると思うんで

すね。で，最初に高橋先生が，ある穏の病気の人を続けて

たくさんみてると何ともいえない，ことばに表わせない

雰囲気が，その病気特有のものがあるとおっしゃいまし

たけど，私どもの所でも家庭内暴力のおかあさんが入っ

てくると，もう何もおっしゃ らなくても家庭内暴力だ

な， あっ，登校拒否だなと大体判断がついて，何ともいえ

ない雰囲気をも ってるんです。そこらへんに未成熟さみ

たいなもの，それから柔軟性がないことをJ，~~ じます。と

っても強いんです。こっちが言ったことなかなかいうこ

とを聞いてくれず，治りますか，本当ですかつて，こう

くるんですけれども，でもち ゃんと実行するわけじゃな

く，ちょっとつかれると泣くし，よそへ行って悪口言っ

てく れる し，やっぱり 幼さを持ってんですね。柔軟性の

問題が 1つあるんじゃないかなと感じてるんです。私は

さっきもありましたけど，どうしてそういう女の人が育

っちゃったんだろうかなって，これは国際婦人年にあた
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っておととしからずっと考えてることなんですが，これ

じゃあ女ががんばってもこの柔軟性のない女が多くなっ

ていくと，ちょ っと難しいなと思います。たくさん柔軟

性があればいいんですけど，今のおかあさんは，その辺

がちょっと問題じゃないかな。

F氏 .著述家の足利と申します。家庭内暴力に非常に

興味がありまして，大体13ケース位，取材しましたけれ

ども，私なりに感じたのは，まちがいを起すことのでき

ない子供たちが育っているようだということです。あれ

をしちゃだめ，これをしちゃだめ。こjもをしちゃおまわ

りさんに言ってやる，先生に言ってやる。何もできない

子供たちが育っている。そして八百屋の息、子とか魚屋の

息子・そういったガキ大将のようにして育っている人間

は，穴勢の見ている前で，あの箱持ってこい，あのキャ

ベツ運んで来いというふうな具合で，父親と凹|び合いな

がら手伝っている。そういうふうなホンネの中での語り

あいの生活を通した子供たちの中には家庭内暴力は僕は

まだ見ていません。それからまあ父親，母親の 2人の生

活ですけども，非常に魅力がないんです。言いたいこと

を本当に言つてない。確かに父親は大学の先生であった

り役人であったりしておりますね。けれどもやっぱり，

何かおれはとにかくある程度エリートでも って生きてい

るけれども， しかし俺だってきれいな女の子のお尻を見

たら何かポーッとつなちゃうとか，たまにビールを飲ん

だらワイ談の 1つもすると，だけどおまえたちを養うた

めに必死になって生きてるんだぞもっ とい う，そういうホ

ンネの語りあいというのが全然ないということなんです

ね。それに乗って女房たちがまたそのエリー トぶっちゃ

っていて，何か抱き合わせのような形である。そ うなっ

てくると，家庭そのものが本当は給料も多いし，何でも

物が与えられる。だけどその物とかお金がなくなった

H寺， その家庭の.1"にいったい何があるかというと何もな

いわけですよ。精神的な支えが全くないっていうことで

す。そこに現在の奥機にしてもダンナ様にしても気がつ

いてないんじゃないか。もっと子供とホンネを語りあえ

ばいい。諮りあうのが恥しければ子供は産むなと僕はい

いたいですね。それからあのう何ていうんでしょうか，

この家庭内暴力をずーっと探ってみますと，成人の中で

も1人あったんですね。そうなってくると高度経済と い

いましょうか。社会体制っていうんでしょうか，それの変

わり期にきているのに，管理社会の中でどうしてもホン

ネが言えないということがあって，それが家族関係の中

にもあるような気がします。例えばお役所に勤めている

人が自分の子供に向かつて今の体制は良くないよ，とい

うふうなことは言えない， 何か真面目であり常識的であ

り道徳的である方がいい子なんだっていうふうな中で，

棒っきれ持って遊んで歩く，そうした純朴な少年の姿っ

ていうのは，やっぱり家庭内暴力の少年の中には見られ

なかったっていうことです。これは，私自身が経験した

ことから申したのですが，他にどんなケースがあるのか

教えていただきたい。

長谷川 .私が立ち上がっていいのかどうかわかりませ

んけど，今のお話をおうかがいしてちょっと感じたこと

なんですが，大体私もよく似た感じ方をしているわけで

す。ただいちがいに溺愛型だからいけないとか，甘える

子供だからいけないということはないと私は思うんで

す。まあ，魚屋さんや八百屋さんの子供にも，ずい分非

行少年はいますしね。それからた しかにロクに惑いこと

できない，良いこともできないというのが私たちの周辺

にいますが，それでも全部が家庭内暴力になるわけじゃ

ないですし，それから本音が言えないからといって，別

に支障なくやっておる役人の家庭も私も含めて結納ある

んじゃないかつて気がするんです。そんなこと言 うとき

りがないんですけど，ただ先生のおっしやろうとするこ

とは非常によくわかりま した。確かに同感です。

G氏 .繊採ーからまいりました中村と申します。あのう

高橋先生にお願いしたいんですけれど，家庭内暴力の少

年や少女ーがいす三れ大人になるんですりれども，そういう

時そのことがどんなふうな影響をうりてどんな大人にな

って行くんでしょうか。そういう ことをお うかがいした

いんですけども。

高橋:冒頭に紹介されたように，これはH百和40年前後

から始まった問題で，従ってすでにそれから14・5年たっ

ているわけですから，当時そういった問題で相談の対象

になった子供ーさんが今は大人になっているわりです。そ

してど、んな大人になっているのだろうか，まあそういう

調査っていうのは実際はなかなかむずかしい函があって

データとしては出てないんで、す。けれども我々印象とし

てはおそらくふつうの大人になっているというのがほと

んどではないか。要するに第 1次反抗期を持たないで，

いい子で育った者が第2次反抗期でその反抗をある激し

い形で11¥した。そ して，それをだんだんに消化してふつ

うの大人になって行ったというのがほとんどの例ではな

いか。そう いうふうに推測としては私考えるわけです。

それとちょっと話題から離れて申しわけありません

が， 先程，私が暴力発生のメカニズ、ムで，父親あるいは

母親のありブjにふれま したが，これはまあ現代の父親 ・

母親像ということよりも，私共が現実に相談をうけて扱

う親q~11 さんには，そういうタイプが多いと申したわけで

す。しかし，我々が問題を解決しようと努力する過程で



そういったことについてffrたにカウンセリングなどの形

で話し合う中で何か解決の糸口がだんだんにできていく

ということを申し添えておきます。実際にはこういった

親待[1さん，あるいは親御さんが作っている家庭っていう

のは，この此の中に非常に多いんで:'-j-ね。

H 氏 横浜の家庭裁判所におります問中と申します。

あのう今まて‘先生方の家庭内暴力についてのお話しをう

かがいまして私が考えるのは先生方がお使いになったケ

ースというのは，氷山の一角のようなものではないかと

思います。なぜ氷山の一角と昨lしますかといいますと，

知的な意味で挫折してしまった子供たちが家庭内暴力に

入るんじゃないかと思うからです。その知的な意味って

いいますのは今の子供たちが都会はことにそうですが，

知的な点でしか評価されていないところからきているよ

うな気がします。知的にもいろいろあると思うんですけ

れども，それぞれの社会とか家族関係においてあらねば

ならない期待に， うまく来れなかった子供たちが家庭内

暴力という形で症状を呈するんじゃないかという気がし

ます。で，それをなぜそう思うかっていいますと私は家庭

裁判所で家事調停と申しまして，主に離婚問題などを扱

っておりますが，このごろの若い夫婦の中にはちょっと

私たちでは考えられないような未成熟な大人がふえて

きておりまして，そういう方たちの経歴を見ますと，意

外に一流大学を卒業してまして家庭的にもりっぱで見た

所では服装なんかの好みも良くという ふ うな非の打ち所

もない人なんですけれども，夫婦という形で結ぼれてみ

ますと，本当に自分のことだけしか考えられなくて，母

親になってももう子供を育てることすら拒否してしまう

というような感じです。むしろその思春期に家庭内暴力

という形で自分に対決する場を持たなかったためにその

ままの未成熟で大人になっていく場合がこれからふえて

きそうな気がしてとても心配でございますので，それを

ちょっとおしえていただきたいと思います。

江幡 木当にそう思います。言ってみれば家庭内暴力

少年の再生産ですね。非行少年というのは他人の財産，

生命を奪うものですから，反社会的だと言われますけれ

ども，非行少年の非社会化っていうことがこの頃あ っち

こっちで言われてますね。あのう反社会的な行為をしな

がら心情的には非社会性を持っている，そういうのを見

ていると，やっぱり未成男!¥な部分がある。だ、から殺から

離れた場面で教育をしたらもう少し創造的になると思っ

てるんですけども。おっしゃることよくわかるし，教育

が高くなってることが逆にでているということで，だ‘か

ら沖縄が 0だというし，きいてますとやっぱり Oではな

いかなという印象をうけます。調べておく要素があるん
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じゃないかと思います。それからどうしたら，こういう

ふうになるかという研究はたくさんありますけどもどう

して同じ条件の中にありながら，とうならなかったから

っていうことを今，実は高校生と大学生を対象に始めた

わりです。私の所で40年から 45年に扱った子供 30何人

で，そのうち追っかけられるのカ'80%ですが，きいてみ

ますけれど本当の意味でいい社会適応している子供たち

はごく僅かです。大人になって30になってもやっぱり親

からもらった財産を食いつぶしているか，自由業みたい

なことをやっていて時に仕事やる，子供はおばあちゃん

にT長けっぱなしでタト固に行ってしまうとか。やっぱ りま

あふつうの意味では健全なサラリーマンとか小市民にな

っているのをもし普通の人間とするならば，ちょっと;I;¥i

格からはずれてる。ですけれどもどうやら社会適応はし

ている。それは支える人がいるからじゃないかなと思い

ます。そこら辺のくわしいところはわからないです。

I氏。 キリスト教会の牧師をしております。そして私

たちの団体の青少年関係の担当をしているんですけど

も，実は江幡先生と高橋先生に特におたずねしたいと思

います。江幡先生のこの調査の中にも大学宗教関係相談

所に4日談が持ちこまれているケースが 3，1%あるという

ことなんですが，たしかにこの 2， 3年キリスト教会の

中にもで、すね。そ ういう問題がもちこまれているわけな

んです。そして牧師として何とかそういう問題にも一緒

に考えて行きたいという願いを持っているわけですけれ

ど，私自身そういう中に身を置いてまして，へたにこう宗

教がかるとですね良くなる話も良くならないといったよ

うなこともありうると思うわけです。相談を持ってら っ

しゃる方はそのようなことはわからずに持ってらっしゃ

るわけです。私たちとしてもできることはして行きたい

と思っているわけですけれども，そのような場合にです

ね。注意点といいますか，気をつけなければいけないよ

うなことを lつ教えていただきたいことと，それからも

う1つは，東京都内の場合ですね。多分に私たちが経験

するこの家庭内暴力の問題は類型でいいますとイとロが

多いわけですね。このイとロの類型の場合どういうとこ

ろに相談をもって行ったら適当なのか，それを教えてい

ただきたいと思います。

江幡 .私事になるんですが，夜、も牧師の娘ですからあ

えて申しますけれども，牧師がかかわったケースが一番

やりにくいんです。お許しください。何でかっていいま

すと，と っても親切だからです。緊張関係のない親切って

いうのがとっても困るんで‘すね。やっぱ りある種類の緊

張関係を持った親切ということがなきゃいけないんじゃ

ないかと思います。夜中に'遺言!;かけてもj芯揚にハイハイ
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って聞いてくれるような親切じややっぱり困るんじゃな

いかと思います例えば，学校の中でどうしようもなくな

ってから持ってくることがよくあるわけなんです。さん

ざんいじくりまわしてどうしようもなくなったから牧師

先生は紳士だから決して苦情をおっしゃいませんけれど

も，私がその立場だったら，なぜもっと早く来なかった

のと言うだろうと思うんで、すね。それから，照会先のこ

とですが，素人が誰かに頼む時には，それぞれの機関に

お願いすればいいんですね。家庭裁判所とか，児童相談

所とか。しかし専門家が専門家にお願いする時にはやっ

ぱりその専門性が高いことよりその問題に興味を持って

る人に頼むべきだと思っているんで，専門機関のできる

かぎりそうした人にお願い している。そして，ーぺんにポ

ーンと持って行くよりも経過の説明をして指示を得て，

そしてどういう渡し方をしたらいいかっていうそこら辺

のパトンタッチの部分というのが，それから後の経過に

も大切なことと思います。もっとも，気の使いすぎもや

っぱり何かいけないような気もする。それは，甘える こ

とも関係するかもしれませんが一一。そういうことでお

答えになりますでしょうか。ただ社会資源として一番役

に立つのは人間心理学で、ございますので，今日これだけ

の方がいらっしゃってるので，ケースがあったらあの方

にきいてみようとかお願いしようとかいうこともあるわ

けです。

高橋 ・家庭内暴力の問題で牧師さんが関係して，それ

で私自身がどういう印象を持ったかということは現実に

はないわけですけれども，私自身診療していて，まあ，意

見としては，江幡先生の言われたようなことで，我々が非

常に緊張して治療している段階では牧師さんにその中に

加わっていただくことがプラスになると言えない場合も

多いんじゃないかとそんな気がしています。ただその人

自身が安定して社会生活の適応に戻っていった段階で，

たとえば以前からキリスト教に信仰していた，あるいは，

その時点で新たに自分が信仰の道を選んだ，これはもう

その方の自由ですし，私どもはそれに対して何も申し上

げられない，こんなところでお役に立てるでしょうか。

J氏 :私は神奈川大学の教員をやっておりますが，思

春期っていうのはいつごろまでが思春期なんて、すか， 50 

歳{立までが思春期じゃないか。というのはいつまでも幼

稚な人間はその思春期が終らないと言いたいんですね。

私ども 22・3歳の大学生が来ておりま して，おそらく慶

応にも家庭内暴力の穴学生がどれだけ，いるかはわから

ないんですけれども，まあ，そういうことはありうると

思うんですね。50・60になっても家庭内暴力はあるわけ

です。それで私は lつ申し上げたい。家庭内暴力の子供

に共通していえることは挫折感じゃないか。これはまち

がいなく挫折感があると思うんで‘す。知的でなくとも，

あるいは友達がいない，あるいは自分独特の楽しみがな

い。私の体験からいえば性的処理がごくへたであるとい

うこと，そういうことを含めて，そういう子供たちを理

解する努力が必要だと思います。

司会 :ありがとうございました。そそろそろ 5時が近

づいてきましたので，最後に， 111崎先生，何か，一言い

ただけませんか。

山崎 :親子関係 ・夫婦関係といっても，たとえば，お

父さんが弱くてお母さんが強くても，お母さんがお父さ

んにやさしく，お父さんもお母さんにやさしい，そうい

う家庭には，家庭内暴力がないのです。必ずしも，物語

りのように，気はやさしくて力持ちのお父さんでなくて

もよい。それから我々はむしろ，親を強くすることに絶

望するけれど，子供に対してはあまり絶望しない。です

からむしろ親はあきらめて子供に働きかけて子供が早く

自立していくそういうように働きかけていく。ただお母

さんによって子供になぐられて学校に知らせたりする人

もいますが，そうでなく，なぐられでもいいからじっと子

供の顔をながめて構えると，それで子供はハッとして治

ったケースもあるわけです。非常にちょっと したことが

手当となる。ですから力で負けても心で負けないような

ねばり強さ，そういうものを母親は持つ必要があると思L

います。

司会 まだまだ，お話し合いを続けたい気もいたしま

すが，本日はこれで終らせていただきます。私どもの発

言に不充分の ところが多かったかとも思います。皆さ ん

と一緒に勉強させていただ、きました。ありがとうござい

ました。
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